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第 1 章　はじめに 

１．新地方公会計制度について

２．公会計整備の意義

３．統一的な基準への移行

　このような状況の中で、本市においても平成26年度まで総務省方式改訂モデルで作成してきま
したが、平成27年度に固定資産台帳を整備し、平成27年度決算より、統一的な基準により財務書
類を作成することにしました。

　新地方公会計制度とは、現金主義・単式簿記による現行の地方公共団体の会計制度（一般会計
のようないわゆる官庁会計方式）に加え、発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた財務書類を
作成して地方公共団体の財政状況を開示するとともに、資産・債務の適正な管理とその有効管理
といった地方公共団体の内部管理の強化を図る取り組みのことです。
　具体的には、現行の官庁会計方式による決算書類に加えて、新たに地方公会計制度による財務
書類（貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書）を作成し、公表す
るものです。

　現金主義・単式簿記による現行の地方公共団体の決算書類は、現金の収入と支出を記帳の基準
として作成しますが、発生主義・複式簿記の視点からは次のような指摘があります。
 
　・次世代に引き継がれる資産や債務がわからない
　・行政サービスにかかるコストがつかめない
 
　新地方公会計制度は、発生主義・複式簿記の考え方を取り入れた財務書類の導入により現金主
義による会計処理を補完し、コスト分析や資産・債務改革への対応を目指すものです。

　地方公会計の整備については、平成12年に貸借対照表等のモデル、平成18年には基準モデル及
び総務省方式改訂モデルが総務省から示され、財務書類の作成が進められてきました。
　しかし、財務書類の作成方式が複数あり、比較可能性の確保に課題があるほか、多くの地方公
共団体において本格的な複式簿記の導入が進んでいないため、公共施設等のマネジメントにも資
する固定資産台帳の整備が十分でないといった課題がありました。

　このため、総務省において、平成22年9月から「今後の新地方公会計の推進に関する研究会」が
開催されて議論が進められ、平成26年4月に、固定資産台帳の整備と複式簿記の導入を前提とした
財務書類の作成に関する統一的な基準が示されました。
　また、平成27年1月には当該基準のより詳細な内容等を記載した「統一的な基準による地方公会
計マニュアル」が公表され、当該基準による財務書類等を原則として平成27年度から平成29年度
までの3年間で全ての地方公共団体において作成し、予算編成等に積極的に活用するよう総務省か
ら地方公共団体に要請されたところです。

　なお、現行の決算書類は、地方自治法などに基づいて作成しますが、新地方公会計制度による
財務書類については作成を義務付ける法律上の規定はありません。
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４．作成基準日

　令和3年3月31日現在（令和2年度末）

５．対象とする会計の範囲

普通会計

　・一般会計

特別会計・公営企業会計

　・国民健康保険事業特別会計

　・介護保険事業特別会計

　・後期高齢者医療事業特別会計

　・公共下水道事業会計(公営企業会計)

　・水道事業会計（公営企業会計）

　・病院事業会計（公営企業会計）

一部事務組合・広域連合

　・浜名湖競艇企業団

　・浜名学園組合

　・静岡県後期高齢者医療広域連合

　・静岡地方税滞納整理機構

　・静岡県市町総合事務組合

　・湖西市社会福祉協議会

地方三公社

　・湖西市土地開発公社

　連結対象となる会計の範囲は、普通会計のほか、自治体を構成するその他の特別会計（公営企業会
計）や自治体と協力して行政サービスを実施している外郭団体（一部事務組合・広域連合、地方三公社
等）となります。

※ただし、出納整理期間（令和3年4月1日～令和3年5月31日）における現金出納については、貸借対照
表作成の基準日までに終了したものとみなして処理しています。
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会

計
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第 2 章　令和2年度財務書類の概要 

１．貸借対照表(令和3年3月31日現在)

貸借対照表(BS)の概要 （単位：千円）

科目名 一般会計等 全体会計 連結会計 科目名 一般会計等 全体会計 連結会計

【資産の部】 【負債の部】

  固定資産 104,340,357 142,493,921 149,618,490   固定負債 18,819,378 44,201,824 46,441,430

    有形固定資産 101,417,771 138,114,552 143,693,804     地方債 15,717,710 25,634,439 25,643,168

      事業用資産 46,337,871 49,194,040 53,993,463     長期未払金 0 0 0

      インフラ資産 53,507,384 85,716,315 85,716,315     退職手当引当金 3,066,956 3,100,665 3,822,573

      物品 1,572,516 3,204,197 3,984,026     損失補償等引当金 0 0 0

    無形固定資産 71,746 160,506 161,308     その他 34,712 15,466,720 16,975,689

    投資その他の資産 2,850,840 4,218,863 5,763,377   流動負債 2,440,975 3,812,235 5,903,705

  流動資産 6,421,225 9,907,667 18,232,354     １年内償還予定地方債 1,563,194 2,427,766 2,445,065

    現金預金 1,714,191 4,610,938 11,634,226     未払金 0 323,212 2,057,620

    未収金 87,486 643,600 1,553,263     未払費用 0 0 9,299

    短期貸付金 0 0 354     前受金 0 474 12,746

    基金 4,619,660 4,619,660 4,632,123     前受収益 0 0 0

      財政調整基金 4,619,660 4,619,660 4,632,123     賞与等引当金 319,057 439,673 474,341

      減債基金 0 0 0     預り金 530,780 531,618 547,795

    棚卸資産 0 36,752 410,416     その他 27,944 89,492 356,838

    その他 0 4,561 9,865 負債合計 21,260,353 48,014,059 52,345,135

    徴収不能引当金 -112 -7,843 -7,892 【純資産の部】

  固定資産等形成分 108,960,016 147,113,581 154,250,967

  余剰分（不足分） -19,458,787 -42,726,052 -38,745,258

  他団体出資等分 0 0 0

純資産合計 89,501,229 104,387,529 115,505,709

資産合計 110,761,582 152,401,588 167,850,844 負債及び純資産合計 110,761,582 152,401,588 167,850,844

※表示単位で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

　地方公共団体の決算書は、１年間にどのような収入があり、何にいくら支出したかを明らかにしますが、
現在の資産や負債がどれだけあるのかは分かりにくいものとなっています。
　貸借対照表は、資産の状況とその資産を形成するための財源がどのように調達されたのかを明らかにしま
す。表の左側（借方）に市が保有する土地や建物などの「資産」を示し、右側（貸方）にその資産を形成す
ることによって将来の世代が負担する「負債」と、これまでの世代が既に負担した「純資産」が会計年度の
最終日においていくらあるのかが示されています。

①資産
　土地、建物、道路など将来の世代に引継ぐ社会資本や、資金や基金などの将来現金化することが可能
　な財産
②負債
　市債や退職手当引当金など将来の世代の負担となるもの
③純資産
　過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産
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　貸借対照表から分かること

　湖西市では、これまでに一般会計等では1,107億6千万円の資産を形成してきました。
　そのうち、純資産である895億円（80.8％）については、過去の世代や国・県の負担で既に支払いが済んで
おり、負債である212億6千万円（19.2％）については、将来の世代が負担していくことになります。資産が
負債の5.2倍あることから市の財政の健全性が確保されているといえます。
　資産の中で大きな割合を占めているのが、道路や河川などのインフラ資産であり、48.3％を占め、土地や
建物などの事業用資産は、資産全体の41.8％となっています。
　一方、負債の中では、市債が総負債の81.3％を占めており、大きな割合となっています。

　今後は、公共施設の老朽化による建替えや大規模改修などの経費が増加し、それに伴う市債の借入れ増加
が見込まれます。財政の健全性のためには、資産と負債を考慮した財政運営を行っていく必要があります。

　一般会計等と比べて全体会計や連結会計の負債の割合が大きいのは、水道事業や下水道事業が将来の使用
料収入で資金回収することを前提として市債を活用する仕組みとなっていることに加えて、市債の償還年限
が一般会計等よりも長いことが主な要因です。

貸借対照表から分かること
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２．行政コスト計算書(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

行政コスト計算書(PL)の概要 （単位：千円）

一般会計等 全体会計 連結会計

26,299,058 39,037,191 75,573,108

12,446,225 18,139,353 49,892,946

4,436,912 6,340,306 6,955,450

7,649,015 10,995,909 41,357,764

360,297 803,138 1,579,732

13,852,833 20,897,838 25,680,162

7,631,218 10,157,865 8,922,041

3,488,651 10,656,917 16,673,819

2,653,310 0 0

79,655 83,056 84,302

1,281,621 4,799,450 36,902,135

394,890 3,747,352 3,747,352

886,730 1,052,098 33,154,783

25,017,437 34,237,741 38,670,973

117,817 175,864 184,395

22,930 87,429 90,350

25,112,324 34,326,176 38,765,017

※表示単位で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

　行政コスト計算書は、１年間の行政運営を行う中で、福祉サービスやごみの収集にかかる経費
など、資産形成につながらない人件費や物件費などの行政サービスに要するコスト（経常費用、
臨時損失）に区分したものと、行政サービスの対価として徴収する使用料及び手数料など（経常
収益、臨時利益）を対応させて表示したものです。
　行政コスト計算書は、企業会計でいう損益計算書にあたるものですが、公会計では、損益をみ
ることが目的ではなく、市民のみなさんに提供する行政サービスの費用を明らかにするもので
す。
　経常費用と臨時損失の合計から経常収益と臨時利益の合計を差引いたものが、当該年度の純行
政コストになります。

①経常費用
　人件費（職員給与や議員報酬など）、物件費（少額の備品や消耗品、燃料費など）など行政
　サービスに要する費用です。従来の現金主義会計では捕捉できなかった減価償却費や賞与
　引当金など現金支出を伴わない費用についても計上します。
②経常収益
　使用料及び手数料など行政サービスの対価として徴収した収入です。
③臨時損失
　災害復旧事業費や資産売却に係る損失など臨時に発生した費用です。
④臨時利益
　資産売却に係る利益など臨時に発生した収益です。
⑤純行政コスト
　経常費用と臨時損失の合計と経常収益と臨時利益の合計の差し引きです。

    その他

純経常行政コスト

純行政コスト

  臨時利益

  臨時損失

      その他

  経常収益

    使用料及び手数料

      補助金等

      社会保障給付

      他会計への繰出金

    移転費用

      その他の業務費用

      物件費等

科目名

  経常費用

    業務費用

      人件費
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　行政コスト計算書から分かること

　今後は、建物の老朽化による修繕料や、少子高齢化に伴う社会保障費の増加が見込まれます。

　経常収益の中には、市税や地方交付税などの一般財源や国・県補助金などの移転収入は含まれ
ていません。全体会計や連結会計の対象となる会計では、主な収入が使用料・手数料などである
ため、一般会計等の経常収益の割合は、全体会計や連結会計に比べて小さくなっています。

　経常費用においては、業務費用が47.3％を占めます。主なものは、職員給与や議員報酬などの
人件費（16.9％）、消耗品費や燃料費、維持補修費、減価償却費などの物件費等（29.1％）と
なっています。
　また、移転費用が52.7％を占め、そのうち主なものは各種団体に対する補助金、負担金など
（29.0％）、児童手当や医療費の助成などの社会保障関係経費（13.3％）、特別会計などに対す
る他会計への繰出金（10.1％）となっています。

　令和2年度の一般会計等における経常費用の合計額は263億円で、行政サービス利用に対する対
価として住民のみなさんが負担する使用料や手数料などの経常収益の合計額は12億8千万円と
なっています。
　この額にそれぞれ臨時損失、臨時利益を加えた合計の収支である純行政コスト251億1千万円
は、市税や地方交付税などの財源で賄っています。
　また、純行政コストを住民１人当たりに換算すると、42万5千円になります。

行政コスト計算書から分かること
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３．純資産変動計算書(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

純資産変動計算書(NW)の概要 （単位：千円）

科目名 一般会計等 全体会計 連結会計

前年度末純資産残高 89,792,330 104,413,752 114,532,820

  純行政コスト（△） -25,112,324 -34,326,176 -38,765,017

  財源 24,821,323 34,300,053 39,631,357

    税収等 14,115,148 18,349,312 21,093,808

    国県等補助金 10,706,175 15,950,741 18,537,549

  本年度差額 -291,001 -26,123 866,340

  固定資産等の変動（内部変動） 0 0 0

  資産評価差額 0 0 0

  無償所管換等 -100 -100 977

  比例連結割合変更に伴う差額 0 0 5,991

  その他 0 0 99,582

  本年度純資産変動額 -291,101 -26,223 972,889

本年度末純資産残高 89,501,229 104,387,529 115,505,709

※表示単位で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

　純資産変動計算書は、純資産（過去の世代や国・県が負担した将来返済しなくてよい財産）
が年度中にどのように増減したかを表示したものです。
　純資産の減少は、現役世代が将来世代にとって利用可能であった資源を消費して便益を享受
する一方で、将来世代にその分の負担が先送りされたことを意味します。逆に純資産の増加
は、現役世代が自らの負担によって将来世代も利用可能な資源を蓄積したことを意味し、将来
世代の負担は軽減されたこととなります。

①純行政コスト
　行政コスト計算書の純行政コストと一致します。
②財源
　財源をどのような収入（市税、地方交付税、国庫支出金など）で調達したかを表します。
③固定資産等の変動（内部変動）
　財源を将来世代も利用可能な固定資産、貸付金や基金などにどの程度使ったかを表します。
　【有形固定資産等の増加、減少】
　当該年度に土地、建物、道路などの社会資本を取得した額と過去に取得した社会資本の経
　年劣化等に伴う減少額（減価償却費など）を表します。
　【貸付金・基金等の増加、減少】
　当該年度の貸付金、基金、出資金などの増減を表します。
④資産評価差額の変動
　当該年度に発生した固定資産や金融資産の評価益や評価損を表します。
⑤無償所管換等
　無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額などを表します。

　純資産変動計算書から分かること

　令和2年度末の一般会計等における純資産は895億円で、住民１人当たりに換算して151万6千
円となっています。
　純資産が減少したのは、過去に取得した固定資産の減価償却費などの減少分よりも、固定資
産への投資が少なかったことが主な要因です。
　今後の減価償却費、維持補修費などの行政コストの増加や、将来の施設や設備の更新なども
考慮した行政運営の在り方を検討していく必要があります。

純資産変動計算書から分かること
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４．資金収支計算書(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

資金収支計算書(CF)の概要 （単位：千円）

科目名 一般会計等 全体会計 連結会計

【業務活動収支】

  業務支出 23,047,326 34,413,775 69,009,980

  業務収入 25,473,777 37,865,556 74,592,220

  臨時支出 318 58,264 66,625

  臨時収入 0 64,498 67,420

業務活動収支 2,426,133 3,458,015 5,583,035

【投資活動収支】

  投資活動支出 4,822,510 5,731,224 6,198,139

  投資活動収入 1,437,168 1,698,807 1,717,286

投資活動収支 -3,385,342 -4,032,417 -4,480,853

【財務活動収支】

  財務活動支出 1,601,921 2,482,171 2,436,028

  財務活動収入 1,948,500 2,514,200 2,685,500

財務活動収支 346,579 32,029 249,472

本年度資金収支額 -612,629 -542,373 1,351,654

前年度末資金残高 1,796,040 4,622,531 9,747,713

比例連結割合変更に伴う差額 0 0 3,148

本年度末資金残高 1,183,411 4,080,158 11,102,515

※表示単位で四捨五入しているため、合計値と一致しない場合があります。

　１年間の資金の増減を①業務活動収支､②投資活動収支､③財務活動収支に区分し残高を表示
したもので､どのような活動に資金が必要であったかを表示したものです｡

①業務活動収支 … 行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入、支出される収支額です。
②投資活動収支 … 土地、建物、道路などの社会資本や基金、貸付金などの収支額です。
③財務活動収支 … 市債などの収支額です。

　資金収支計算書から分かること

　行政サービスを行う中で、毎年度継続的に収入・支出される業務活動収支では、一般会計等
で24億3千万円の余剰が生じ、資産形成や基金の積立金、繰入金などの収支である投資活動収
支は33億9千万円の不足となっています。基礎的財政収支(※)は10億6千万円となっていること
から、持続可能な財政運営を行っているといえます。投資的活動収支がマイナスとなっている
のは、固定資産の取得や基金の積立などを積極的に行っているためです。
　また、財務活動収支は3億5千万円のプラスとなっていますが、これは大型事業に伴い地方債
を発行したことにより、財務活動収入が財務活動支出を上回ったためです。
　住民１人当たりに換算すると、業務活動収支が4万1千円の余剰、投資活動収支が5万7千円の
不足、財務活動収支が6千円の余剰となっています。

※基礎的財政収支（プライマリーバランス）：

業務活動収支(支払利息支出を除く)と投資活動収支(基金積立及び取崩を除く)の合計になります。

数値がプラスであれば、現在の行政サービスにかかる費用が将来の世代に先送りすることなく、現在

の税収などで賄われていることを示し、マイナスであれば、市債などの借入れをしなければ費用が賄

えないことになります。

令和2年度においては、以下のように算出されます。

業務活動収支（支払利息支出を除く）＋ 投資活動収支（基金積立及び取崩を除く）

＝2,532,130千円 ＋（－1,474,132千円）

＝ 1,057,998千円 ≒10億6千万円

資金収支計算書から分かること
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第 3 章　４つの財務書類から分かること

１．市民１人当たりの資産と負債、純行政コスト

一般会計等 資産： 1,876 千円 負債： 360 千円 純行政コスト： 425 千円

全　　　体 資産： 2,581 千円 負債： 813 千円 純行政コスト： 581 千円

連　　　結 資産： 2,842 千円 負債： 886 千円 純行政コスト： 656 千円
　※R2.12.31現在の住民基本台帳人口（59,057人）による。

２．有形固定資産減価償却率
[有形固定資産の減価償却累計額／取得価格等]

　この指標が100％に近いほど老朽化の程度が高いということになります。

一般会計等 62.3 %

全　　　体 54.6 %

連　　　結 55.5 %

３．社会資本形成の世代間比率
[（地方債＋1年内償還予定地方債）／有形固定資産]

　この指標が高いほど将来の世代が負担する割合が高いことを表します。

一般会計等 17.0 %

全　　　体 20.3 %

連　　　結 19.5 %

４．純資産比率
[純資産／総資産]

一般会計等 80.8 %

全　　　体 68.5 %

連　　　結 68.8 %

　社会資本の整備の結果を示す事業用資産、インフラ資産、物品を市債などの借入によっ
てどれくらい調達したかを表します。

　企業会計でいう「自己資本比率」に相当し、この比率が高いほど財政状況が健全である
といえます。
　総資産のうち返済義務のない純資産がどれくらいの割合かを表します。

　土地、立木竹、建設仮勘定（建設中に支払った建設費の一部）及び物品以外の有形固定
資産について、取得価格に対する減価償却累計額の割合を計算することにより、耐用年数
に対して償却資産の取得からどの程度経過しているかを把握します。
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５．負債比率
[負債／純資産]

一般会計等 23.8 %

全　　　体 46.0 %

連　　　結 45.3 %

　「社会資本形成の世代間比率」及び「負債比率」が一般会計等に比べて全体や連結で比
率が高いのは、水道事業や下水道事業が将来の使用料収入で資金回収することを前提とし
て市債を活用する仕組みとなっていることや、市債の償還年限が一般会計等よりも長いこ
とが主な要因です。

　純資産（自己資本）に対する負債（地方債等）の割合を表すもので、この指標が低いほ
ど財政状況が健全であると言えます。

11



別紙（参考）

１貸借対照表

（用語解説）
◆固定資産
事業用資産･･････ 公共サービスに供されている資産でインフラ資産以外の資産

（例：庁舎、学校、公民館、公営住宅、福祉施設など）
インフラ資産･･････ 社会基盤となる資産

（例：道路、橋、公園、上下水道施設など）
物品･･････ 車輛、物品、美術品
無形固定資産･･････ ソフトウェア、ソフトウェア（リース）
投資及び出資金･･････ 有価証券、出資金、出損金
投資損失引当金･･････ 保有株式の実質価格が低下した場合に計上
長期延滞債権･･････ 滞納繰越調定収入未済分
長期貸付金･･････ 自治法第240 条第1 項に規定する債権である貸付金

（流動資産に区分されるもの以外）
基金･･････ 流動資産に区分される以外の基金（減債基金、その他の基金）
その他･･････ 上記以外及び徴収不能引当金以外のもの
徴収不能引当金･･････ 未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額

（不納欠損額）を見積もったもの
◆流動資産
現金預金 ･･････ 手元現金や普通預金など
未収金･･････ 税金や使用料などの未収金
短期貸付金･･････ 貸付金のうち、翌年度に償還期限が到来するもの
基金･･････ 財政調整基金及び減債基金のうち特定の地方債との紐付けがないもの
棚卸資産･･････ 売却目的保有資産（量水器等）
その他･･････ 上記以外及び徴収不能引当金以外のもの
徴収不能引当金･･････ 未収金や貸付金等の金銭債権に対する将来の取立不能見込額

（不納欠損額）を見積もったもの（長期延滞債権分）
◇固定負債
地方債･･････ 地方公共団体が発行した地方債のうち、償還予定が1 年超のもの
長期未払金･･････ 自治法第214 条に規定する債務負担行為で確定債務とみなされる

もの及びその他の確定債務のうち流動負債に区分されるもの以外
退職手当引当金･･････ 原則期末自己都合要支給額（分担金負担により計上しない）
損失補償等引当金･･････ 履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方

公共団体財政健全化法上、将来負担比率の算定に含めた将来
負担額を計上

その他･･････ 上記以外の固定負債
◇流動負債
1年内償還予定地方債･･････ 地方公共団体が発行した地方債のうち、1 年以内に償還予定のもの
未払金･･････ 基準日時点までに支払義務発生の原因が生じており、その金額が確定し、

または合理的に見積もることができるもの
未払費用･･････ 一定の契約に従い、継続して役務の提供を受けている場合、基準日時

点において既に提供された役務に対して未だその対価の支払を終えて
いないもの

前受金･･････ 基準日時点において、代金の納入は受けているが、これに対する義務
の履行を行っていないもの

前受収益･･････ 一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、基準日時点に
おいて未だ提供していない役務に対し支払を受けたもの

賞与等引当金･･････ 基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び
福利厚生費

預り金･･････ 基準日時点において、第三者から寄託された資産に係る見返負債
その他･･････ 上記以外の流動負債



別紙（参考）

２ 行政コスト計算書

（用語解説）
◆経常費用
業務費用
人件費 ･･････ 職員給与費や賞与等引当金繰入額、退職手当引当金繰入額など
物件費等･･････ 職員旅費、委託料、消耗品や備品購入費（消費的性質）、施設等の

維持修繕にかかる経費や事業用資産の減価償却費など
その他の業務費用･････ 支払利息、徴収不能引当金繰入額、過年度分過誤納還付など
移転費用･･････ 住民への補助金や生活保護費などの社会保障費、特別会計への資金

移動など
◆経常収益
使用料及び手数料･････ 財・サービスの対価として使用料・手数料の形で徴収する金銭
その他･･････ 過料、預金利子など
◇臨時損失･･････ 資産除売却損
◇臨時収益･･････ 資産売却益、受取配当金

３ 純資産変動計算書

（用語解説）
◆前年度末純資産残高･･････ 前年度末の純資産の額（前年度貸借対照表と一致）
純行政コスト････ 行政活動に係る費用のうち、人的サービスや給付サービスなど、資

産形成につながらない行政サービスに係る費用（行政コスト計算書
の「純経常費用」と一致）

税収等･･･････ 地方税、地方交付税、地方譲与税など
国庫等補助金･･･････ 国庫支出金及び都道府県支出金など
資産評価差額･･･････ 有価証券等の評価差額
無償所管替等･･･････ 無償で譲渡または取得した固定資産の評価額など
その他･･････ 上記以外の純資産の変動（調査判明の資産）

４ 資金収支計算書

（用語解説）
◆業務活動収支･････ 経常的な行政活動の収支で、投資、財務的収支には含まれないもの
◆投資活動収支･････ 公共資産の整備に関する収支
◆財務活動収支･････ 地方債の元利償還、発行額の収支など


